
安城市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和７年１２月２日 

 

安城市長 三 星 元 人 

 

安城市規則第９６号 

 

安城市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 

安城市税条例施行規則（昭和４４年安城市規則第１２号）の一部を次のように改

正する。 

第５条第１項中「（その翌年度の賦課期日以後に災害が生じた場合においては、

当該災害が生じた日の属する年度及びその翌年度）」を「及びその翌年度」に改め、

同条第２項中「（その翌年度の賦課期日以後に当該災害が生じた場合においては、

当該災害が生じた日の属する年度及びその翌年度）」を「及びその翌年度」に改め

る。 

 別表第４の１の項中「及び第５８８条」を「、第５８８条、第７０１条の５、第

７０２条の８及び第７０７条」に改め、同表の１０の項中「及び第６１１条」を「、

第６１１条、第７０２条の８及び第７２６条」に改め、同表の２４の項中「第５項

」を「第６項」に改め、同表の２４の２の項中「附則第１０条の３第６項及び第９

項」を「附則第１０条の３第７項及び第１０項」に改め、同表の２４の３の項中「

附則第１０条の３第７項」を「附則第１０条の３第８項」に改め、同表の２４の４

の項中「附則第１０条の３第８項及び第１０項」を「附則第１０条の３第９項及び

第１１項」に改め、同表の２４の５の項中「附則第１０条の３第１２項」を「附則

第１０条の３第１４項」に改め、同項を同表の第２４の６の項とし、同表の２４の

４の項の次に次の１項を加える。 

２４の５
固定資産税（マンション長寿

命化工事）減額申告書 
条例附則第１０条の３第１２項 

 別表第４の２５の項中「附則第１０条の３第１４項」を「附則第１０条の３第１

５項」に改め、同表の３７の項中「第７０１条の１２第６項」を「第７０１条の１

２第７項」に改める。 

 



 様式第８を次のように改める。 



様式第８ 

所得（非）課税・納税証明書交付申請書 
 

安城市長                                       年  月  日 

申請者 

住 所  

ふりがな  

 

年 月 日生 
氏 名 

                 

                      
 

必要な方 

との関係 

□ 本人又は同じ世帯 電話番号 

□ その他 

どなたのものが必要ですか。 

住 所 

（所在地） 

□ 申請者の住所に同じ。 □委任状のとおり。 

 

個 人 

□ 申請者本人 □委任状のとおり。 

ふりがな  
 

  年 月 日生 氏  名  

法 人 名 又 は 

個人事業主名 

 

どの証明が必要ですか。 

所得（非）

課税証明 

最新年度 通 

年度 通 

完納証明 市税に滞納のないことの証明です。 通 

納税証明 

□市民税・県民税・森林環境税 □最新年度 □   年度 通 

□固定資産税・都市計画税 □最新年度 □   年度 通 

□国民健康保険税 □最新年度 □   年度 通 

□軽自動車税（車検用以外） □最新年度 □   年度 通 

□法人市民税 年 月 日～ 年 月 日 通 

使いみち 

 

注意 申請者の本人確認書類の提示又は提出をしてください。  



 様式第２４の５を次のように改める。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
固
定
資
産
税
（
マ
ン
シ
ョ
ン
長
寿
命
化
工
事
）
減
額
申
告
書
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安
城
市
長
 

               

 

注
意
 
太
枠
の
中
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

申
告
日
 

年
 
 
月
 
 
日
 

申
 
告
 
者
 

（
納
税
義
務
者
）
 

住
 
 
所
 

 
 

ふ
り
が
な
 

氏
 
 
名
 

（
名
称
）
 

（
※
）
 
電
 

話
 
（
 
 
 
 
 
）
 
 
 
 
―
 
 
 
 
 
 
 

（
※
）
法

人
の
場

合
は
、
記

名
押
印

し
て
く
だ

さ
い
。

法
人
以
外

で
も
、

本
人
が
手

書
き
し

な
い
場
合

は
、
記

名
押
印
し

て
く
だ

さ
い

。
 

個
人
番
号
 

又
は
 

法
人
番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
右
詰
め
で
記
入
）

 

家
 

屋
 
の

 
所
 

在
 
地
 

家
屋

番
号
 

種
 
 

類
 

床
面
積
（
㎡
）

適
用

床
面
積

（
㎡

）
建

築
年

月
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 

登
記

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 
 
日
 
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 
 
日
 
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 
 
日
 
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

長
寿

命
化

工
事

が
完

了
し

た
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

長
寿

命
化

工
事

が
完

了
し

た
日

か
ら

３
か

月
以

内
に

申
告

書
を

提
出

で
き

な
か
っ
た
場
合
は
、
そ
の
理
由
 

 

添
付
書
類
 

１
 
大
規
模
の
修
繕
等
証
明
書
又
は
そ
の
写
し
 

２
 
過
去
工
事
証
明
書
又
は
そ
の
写
し
 

３
 
地
方
税
法
施
行
令
附
則
第
１
２
条
第
４
８
項
第

１
号
ロ
に
該
当
す
る
旨
を
証
す
る
書
類
（
総
戸
数
を
確
認
で
き
る
書
類
）
 

４
 
助
言
・
指
導
内
容
実
施
等
証
明
書
又
は
そ
の
写
し
（
助
言
又
は
指
導
を
受
け
た
管
理
組
合
の
管
理
者
等
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
場
合

に
限
る
。
）
 

５
 
管
理
計
画
認
定
通
知
書
若
し
く
は
管
理
計
画
変
更
認
定
通
知
書

又
は
そ
の
写
し
（
管
理
計
画
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
場
合
に
限
る
。
）
 

６
 
修
繕
積
立
金
引
上
証
明
書
又
は
そ
の
写
し
（
管
理
計
画
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
場
合

に
限
る
。
）
 

 様式第２４の５ 



 様式第２４の５の次に次の１様式を加える。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
固
定
資
産
税
（
耐
震
基
準
適
合
家
屋
）
減
額
申
告
書
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安
城
市
長
 

               

 

注
意
 
太
枠
の
中
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
申
告
日
 

年
 
 
月
 
 
日
 

申
 
告
 
者
 

（
納
税
義
務
者
）
 

住
 
 
所
 

 
 

ふ
り
が
な
 

氏
 
 
名
 

（
名
称
）
 

（
※
）
 
電
 

話
 
（
 
 
 
 
 
）
 
 
 
 
―
 
 
 
 
 
 
 

（
※
）
法

人
の
場

合
は
、
記

名
押
印

し
て
く
だ

さ
い
。

法
人
以
外

で
も
、

本
人
が
手

書
き
し

な
い
場
合

は
、
記

名
押
印
し

て
く
だ

さ
い

。
 

個
人
番
号
 

又
は
 

法
人
番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
右
詰
め
で
記
入
）

 

家
 

屋
 
の

 
所
 

在
 
地
 

家
屋

番
号
 

種
 
 

類
 

構
 
 
造
 

床
面
積
（
㎡
）
 

建
築

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 

登
記

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 
 
日
 
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 
 
日
 
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 
 
日
 
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

耐
震

改
修

が
完

了
し

た
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
 

 
円
 

耐
震

改
修

が
完

了
し

た
日

か
ら

３
か

月
以

内
に

申
告

書
を

提
出

で
き

な
か

っ
た
場
合
は
、
そ
の
理
由
 

 

添
付
書
類
 

１
 
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
１
８
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
 

２
 
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
７
条
又
は
附
則
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
写
し
 

３
 
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
地
方
税
法
施
行
令
附
則
第
１
２
条
第
１
９
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
 

 様式第２４の６ 



 様式第３０備考第３項第１号中「第７５条第１号ア」の次に「及びウ」を加え、

同項第３号中「第７５条第１号ウ」を「第７５条第１号エ」に改め、同項第４号中

「第７５条第１号エ」を「第７５条第１号オ」に改める。 

 様式第３０の２備考第３項第１号中「第７５条第１号ア」の次に「及びウ」を加

え、同項第２号中「第７５条第１号ウ」を「第７５条第１号エ」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第５条の規定は、この規則の施行の日以後に生じた災害に係る市民税

の減免について適用し、同日前に生じた災害に係る市民税の減免については、な

お従前の例による。 

３ この規則の施行の際、現に改正前の様式第８及び様式第２４の５の規定に基づ

いて作成されている諸用紙は、改正後の様式第８及び様式第２４の６の規定にか

かわらず、当分の間、使用することができる。 

 


